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土
地
・
家
屋
の
価
格
等
縦
覧
帳

簿
の
縦
覧
が
４
月
１
日
（
月
）
か

ら
始
ま
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
固
定
資
産
税
・
都
市

計
画
税
の
納
税
者
が
、
所
有
す
る

土
地
・
家
屋
と
他
の
土
地
・
家
屋

の
価
格
を
比
較
し
、
所
有
す
る
固

定
資
産
の
評
価
が
適
正
で
あ
る
か

ど
う
か
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
【
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
記

載
事
項
】
①
所
在
地
番
②
地
目
③

地
積
④
価
格

　
【
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
記

載
事
項
】
①
所
在
地
番
②
家
屋
番

号
③
種
類
④
構
造
⑤
建
築
年
⑥
床

面
積
⑦
価
格

　
【
縦
覧
期
間
】
土
曜
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
４
月
１
日
（
月
）
～

５
月　
日
（
金
）
の
い
ず
れ
も
午

３１

前
８
時
半
～
午
後
５
時

　
【
縦
覧
場
所
】課
税
課（
市
役
所

２
階
）

　
【
縦
覧
対
象
者
】①
固
定
資
産
税

の
納
税
者
（　
年
１
月
１
日
現
在
、

３１

市
内
に
固
定
資
産
を
所
有
し
課
税

さ
れ
る
方
）
②
納
税
管
理
人
③
代

理
人
（
委
任
状
が
必
要
で
す
）

　
【
申
請
方
法
】同
課
で
申
請
書
に

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
次
の
①

ま
た
は
②
の
い
ず
れ
か
を
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。

　
①
運
転
免
許
証
・
健
康
保
険
証

な
ど
、
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

　
②　
年
度
の
納
税
通
知
書

３１
課
税
明
細
書
・
納
税 

通
知
書
に
つ
い
て

　
　
年
度
の
固
定
資
産
税
・
都
市

３１
計
画
税
の
課
税
明
細
書
・
納
税
通

知
書
を
５
月
上
旬
～
中
旬
に
発
送

す
る
予
定
で
す
の
で
、
内
容
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
課
税
課
土
地
資
産
税

係
☎
４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線

２
３
３
８
・
２
３
３
９
・
２
３
４

１
）、同
課
家
屋
資
産
税
係
☎
４
７

０
・
７
７
７
７
（
内
線
２
３
４
２

～
２
３
４
４
）
へ
。

　
市
で
は
、
要
介
護
状
態
と
な
っ

て
も
可
能
な
限
り
住
み
慣
れ
た
地

域
で
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
す

る
た
め
、「
第
７

期
（
平
成　
年
３０

度
～　
年
度
）

３２

東
久
留
米
市
高

齢
者
福
祉
計

画
・
介
護
保
険

事
業
計
画
」
に
基
づ
き
、
地
域
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
公
募
を

行
い
ま
す
。

　
【
公
募
の
内
容
】
下
表
の
通
り

　
【
公
募
要
領
・
各
種
様
式
の
配

布
】
４
月
１
日
（
月
）
か
ら
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
取
得
で
き
ま
す

応
募
意
向
者
向
け 

公

募

説

明

会

　
【
日
時
】
４
月　
日
（
木
）
午
前

１１

　
時
か
ら
（
予
定
）

１０
　
申
し
込
み
は
介
護
福
祉
課
へ
電

話
連
絡
の
上
、　

日
（
水
）
午
後

１０

４
時
ま
で
に
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
「
応
募
意
向
確
認
兼
連
絡
先

票
」
を
取
得
し
、
電
子
メ
ー
ル
（k

aigofukushi@
city.higashikuru

me.lg.jp

）
で
同
課
宛
て
送
信
を
。

　
詳
し
く
は
同
課
介
護
サ
ー
ビ
ス

係
☎
４
７
０
・
７
７
５
０
へ
。

公募の内容
指定・開設整備条件整備数日常生活圏域サービスの種類

３２年度
（２０２０年度）
下半期

・３ユニット（定員２７人）
・低所得者向けの利用料
金設定

１

①単独の場合＝市
内全域

①＋② または①
＋③の併設の場合
＝市内（中部圏域ま
　たは西部圏域）

①認知症対応型
　共同生活介護
　（介護予防を含む）

・登録定員２９人以下
・①との併設のみ可

②小規模多機能型居宅介
護（介護予防を含む）

③看護小規模多機能型
　居宅介護
※事業形態は、事業者整備型またはオーナー整備型のいずれも応募可能。
※応募は、①単独、①＋②または①＋③の併設の３種のうち１種類。

　
　
年
度
の
市
税
な
ど（
市
民
税・

３０
都
民
税
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
、
国
民
健
康
保
険
税
、
軽
自

動
車
税
、
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
、

介
護
保
険
料
）
の

納
期
限
が
過
ぎ
ま

し
た
。

　
納
期
限
ま
で
に

市
税
な
ど
を
完
納

し
て
い
な
い
と
、
延
滞
金
が
加
算

さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
財
産
が
差

し
押
さ
え
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

納

付

に 

お
困
り
の
と
き
は

　
病
気
・
事
故
・
災
害
な
ど
、
や

む
を
得
な
い
事
情
で
納
付
が
困
難

な
場
合
に
は
、
で
き
る
だ
け
早
め

に
納
税
課
（
市
役
所
２
階
）
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　
※
４
月
か
ら
介
護
保
険
料
の
納

付
に
関
す
る
相
談
も
納
税
課
で
受

け
付
け
ま
す
。

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
で

口

座

振

替

の 

申
し
込
み
が
簡
単
に

　
銀
行
な
ど
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
を
使
っ
て
（
金
融
機
関
へ
の
届

け
出
印
、通
帳
は
不
要
）、市
役
所

の
窓
口
で
簡
単
に
市
税
な
ど
の
口

座
振
替
の
申
し
込
み
が
で
き
る

「
P
a
y
儿
e
a
s
y
（
ペ
イ
ジ

ー
）
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
　
年
度
の
市
税
な
ど
を
納
付
す

３１
る
際
の
手
間
や
収
め
忘
れ
が
な
く
、

便
利
で
確
実
な
口
座
振
替
を
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
納
税
課
☎
４
７
０
・

７
７
２
９
へ
。

　
市
で
は
、
経
済
的
な
理
由
な
ど

に
よ
っ
て
、
公
立
小
・
中
学
校
で

掛
か
る
費
用
が
大
き
な
負
担
と
な

っ
て
い
る
家
庭
に
対
し
て
、
教
育

費
の
一
部
を
援
助
し
て
い
ま
す
。

　
　
年
度
に
、
こ
の
制
度
の
対
象

３１
と
な
る
の
は
、
次
の
①
～
④
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
で
す
。

　
①
生
活
保
護
の
停
止
ま
た
は
廃

止
を
受
け
た
方
（
た
だ
し
、
認
定

基
準
を
上
回
る
収
入
が
あ
る
場
合

や
転
出
の
場
合
を
除
く
）

　
②
市
民
税
・
都
民
税
、
固
定
資

産
税
、
国
民
年
金
な
ど
の
掛
け
金

な
ど
が
減
免
の
方

　
③
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受

け
て
い
る
方

　
④
生
活
保
護
基
準
に
準
ず
る
世

帯
（
準
要
保
護
）
で
、「
生
計
を
一

に
す
る
全
員
」
の　
年
分
の
総
収

３０

入
が
認
定
基
準
以
下
の
方

　
認
定
基
準
な
ど
の
詳
細
は
、
４

月
上
旬
に
児
童
・
生
徒
を
通
じ
て

配
布
す
る
「
就
学
援
助
に
つ
い
て

の
お
知
ら
せ
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
申
請
は
４
月　
日
（
月
）
～　

１５

１９

日
（
金
）
の
午
前
９
時
～
正
午
、

午
後
１
時
～
５
時
（　
日
〈
水
〉

１７

は
午
後
７
時
ま
で
）、市
役
所
６
階

６
０
２
会
議
室
で
受
け
付
け
ま
す
。

　
詳
し
く
は
学
務
課
学
事
係
☎
４

７
０
・
７
７
７
９
へ
。

手
当
を
振
り
込
み
ま
す

　
　
年　
月
～　
年
３
月
分
の
児

３０

１２

３１

童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手

当
を
指
定
預
金
口
座
に
振
り
込
み

ま
す
。
振
込
日
は
児
童
扶
養
手
当

が
４
月　
日（
金
）、特
別
児
童
扶

１２

養
手
当
が
４
月　
日
（
木
）
で
す
。

１１

金
融
機
関
に
よ
っ
て
は
入
金
が
遅

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
（
今
回
の

振
り
込
み
は
、
改
定
前
の
金
額
で

す
）。

手

当

額

が 

改
定
さ
れ
ま
し
た

　
　
年
４
月
分
か
ら
各
手
当
額
が

３１
次
の
通
り
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
【
児
童
扶
養
手
当
（
月
額
）】

　
◎
本
体
額
▼
全
部
支
給
＝
４
万

２
５
０
０
円
→
４
万
２
９
１
０
円

▼
一
部
支
給
＝
１
万　
円
～
４
万

３０

２
４
９
０
円
→
１
万
１
２
０
円
～

４
万
２
９
０
０
円

　
◎
第
２
子
加
算
額
▼
全
部
支
給

＝
１
万　
円
→
１
万
１
４
０
円
▼

４０

一
部
支
給
＝
５
０
２
０
円
～
１
万

　
円
→
５
０
７
０
円
～
１
万
１
３

３００
円
　
◎
第
３
子
以
降
加
算
額
▼
全
部

支
給
＝
６
０
２
０
円
→
６
０
８
０

円
▼
一
部
支
給
＝
３
０
１
０
円
～

６
０
１
０
円
→
３
０
４
０
円
～
６

０
７
０
円

　
【
特
別
児
童
扶
養
手
当（
月
額
）】

特
児
１
級
＝
５
万
１
７
０
０
円
→

５
万
２
２
０
０
円
▼
特
児
２
級
＝

３
万
４
４
３
０
円
→
３
万
４
７
７

０
円
　
※
８
月
期
支
払
い
分
（
４
月
～

７
月
分
）
か
ら
改
定
後
の
手
当
額

に
な
り
ま
す
。

　
【
特
別
障
害
者
手
当
（
月
額
）】

２
万
６
９
４
０
円
→
２
万
７
２
０

０
円
　
【
障
害
児
福
祉
手
当
（
月
額
）】

１
万
４
６
５
０
円
→
１
万
４
７
９

０
円
　
※
５
月
期
支
払
い
分
（
２
月
～

４
月
分
）
は
、
２
月
・
３
月
分
が

改
定
前
、
４
月
分
が
改
定
後
の
金

額
に
な
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
児
童
扶
養
手
当
・
特

別
児
童
扶
養
手
当
が
児
童
青
少
年

課
助
成
支
援
係
☎
４
７
０
・
７
７

３
６
、
特
別
障
害
者
手
当
・
障
害

児
福
祉
手
当
が
障
害
福
祉
課
☎
４

７
０
・
７
７
４
７
へ
。

　
夜
間
と
休
日
に
納
付
相
談
窓
口

を
開
設
し
ま
す
。
市
税
等
の
納
め

忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
仕
事
な

ど
で
平
日
の
相
談
が
困
難
な
方
は
、

ぜ
ひ
こ
の
機
会
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
　
※
相
談
の
場
合
は
、
事
前
に
来

庁
の
日
時
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】夜
間
納
付
相
談
窓
口
＝

４
月　
日
（
木
）
午
後
８
時
ま
で

１８

▼
休
日
納
付
相
談
窓
口
＝
４
月　
１３

日
（
土
）・　
日
（
日
）
の
い
ず
れ

１４

も
午
前
９
時
～
午
後
４
時

　
【
会
場
】
夜
間・休
日
の
い
ず
れ

も
納
税
課
（
市
役
所
２
階
）

　
【
ご
注
意
】納
税
証
明
書
の
発
行

は
で
き
ま
せ
ん

　
【
そ
の
他
】保
育
園
保
育
料
、学

童
保
育
所
費
は
、
納
付
書
を
持
参

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
領
収
し
ま
す

　
詳
し
く
は
納
税
課
☎
４
７
０
・

７
７
３
０
へ
。

市
立
保
育
園
の 

看
護
師
・
栄
養
士

◎
臨
時
看
護
師

　
医
療
的
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
子

ど
も
に
適
し
た
保
育
を
一
緒
に
つ

く
る
看
護
師
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
【
任
用
期
間
】６
カ
月（
更
新
の

場
合
あ
り
）

　
【
勤
務
日
】祝
日
を
除
く
月
曜
～

土
曜
日
の
う
ち
週
３
～
５
日

　
【
勤
務
時
間
】午
前
８
時
半
～
午

後
５
時

　
【
勤
務
場
所
】ま
え
さ
わ
保
育
園

　
【
資
格
】
看
護
師・保
健
師
資
格

の
い
ず
れ
か
を
取
得
し
て
い
る
方

　
【
募
集
人
数
】
２
人

　
【
賃
金
】時
給
１
６
６
０
円（
交

通
費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　
申
し
込
み
は
履
歴
書
（
写
真
貼

付
）
と
看
護
師
等
資
格
証
の
写
し

を
子
育
て
支
援
課（
市
役
所
２
階
）

へ
直
接
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
履

歴
書
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
同
課
保
育
・
幼
稚
園

係
☎
４
７
０
・
７
７
４
５
へ
。

◎
臨
時
栄
養
士

　
【
任
用
期
間
】６
カ
月（
更
新
の

場
合
あ
り
）

　
【
勤
務
日
】祝
日
を
除
く
月
曜
～

土
曜
日
の
う
ち
週
５
日

　
【
勤
務
時
間
】午
前
８
時
半
～
午

後
５
時

　
【
勤
務
場
所
】
市
立
（
公
設・公

営
）
保
育
園

　
【
資
格
】栄
養
士
資
格
を
取
得
し

て
い
る
方

　
【
募
集
人
数
】
１
人

　
【
賃
金
】時
給
１
１
９
０
円（
交

通
費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　
申
し
込
み
は
履
歴
書
（
写
真
添

付
）
と
栄
養
士
免
許
状
の
写
し
を

子
育
て
支
援
課
（
市
役
所
２
階
）

へ
直
接
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
履

歴
書
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
同
課
施
設
給
付
係
☎

４
７
０
・
７
７
４
５
へ
。

　
郷
土
資
料
室
（
わ
く
わ
く

健
康
プ
ラ
ザ
２
階
）
の
歴
史

展
示
室
は
、　

年
５
月
～　

３０

３１

年
３
月　
日
の
土
曜
日
を
一

３０

時
休
室
と
し
て
い
ま
し
た
が
、

引
き
続
き
、
企
画
展
示
期
間

を
除
き
、
土
曜
日
を
休
室
し

ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
休
室
日

は
、
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
、

年
末
年
始
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
展
示
コ
ー
ナ
ー
の

民
具
と
写
真
展
示
は
今
ま
で

通
り
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　
詳
し
く
は
郷
土
資
料
室
☎

４
７
２
・
０
０
５
１
へ
。

　
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
」は
、ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
中
の
「
傷
害
保

険
」
と
「
賠
償
責
任
保
険
」
を
セ

ッ
ト
に
し
た
保
険
で
す
。
社
会
福

祉
協
議
会
ま
た
は
中
央
町
地
区
セ

ン
タ
ー
で
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

　
年
度
に
加
入
し
た
同
保
険
は
、

３０３
月　
日
で
補
償
期
間
が
終
了
し

３１

ま
し
た
。
４
月
以
降
に
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
を
予
定
し
て
い
る
方
は
、

新
た
に
手
続
き
が
必
要
で
す
。
他

に
も
、
市
民
活
動
団
体
の
主
催
行

事
を
対
象
と
し
た
「
行
事
保
険
」

「
行
事
保
険
（
当
日
参
加
対
応

型
）」も
あ
り
ま
す
。
行
事
保
険
と

行
事
保
険
（
当
日
参
加
対
応
型
）

の
違
い
は
保
険
加
入
時
の
名
簿
提

出
の
有
無
、
往
復
途
上
の
補
償
の

有
無
、
対
象
と
な
る
行
事
の
範
囲

で
す
。

　
詳
し
く
は
加
入
手
続
き
に
つ
い

て
が
市
社
会
福
祉
協
議
会
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
☎
４
７
５
・
０

７
３
９
、
補
償
内
容
な
ど
保
険
の

内
容
に
つ
い
て
が
東
京
福
祉
企
画

☎
０
３
・
３
２
６
８
・
０
９
１
０

へ
。

土
地
・
家
屋
の
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の

縦
覧
が
始
ま
り
ま
す

夜
間
・
休
日
納
付
相
談
窓
口

夜
間
・
休
日
納
付
相
談
窓
口
をを

開
設
し
ま

開
設
し
ま
すす

市
税
な
ど
の

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

児
童
扶
養
手
当

児
童
扶
養
手
当
・・

特
別
児
童
扶
養
手
当
な
ど
の
ご
案

特
別
児
童
扶
養
手
当
な
ど
の
ご
案
内内

介
護
保
険
制
度

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を

公
募
し
ま
す

年年年年年年年年年年年年年年

　

年
度度度度度度度度度度度度度度度
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「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
」「
行
事
保
険
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加加加加加加加加加加加加加加
入入入入入入入入入入入入入入
手手手手手手手手手手手手手手
続続続続続続続続続続続続続続
きききききききききききききき
のののののののののののののの
おおおおおおおおおおおおおお
知知知知知知知知知知知知知知
らららららららららららららら

加
入
手
続
き
の
お
知
ら
せせせせせせせせせせせせせせせ

郷
土
資
料
室

歴
史
展
示
室
の

土
曜
日
休
室
に
つ
い
て
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学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学
援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援
助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助
ののののののののののののののののののののの
申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申
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就
学
援
助
の
申
請
をををををををををををををををををををををを
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け
付
け
ま
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